
 
 
 
 

　 論点整理 

 
　　  

「余白」の創出を通じた教育の質の向上 ① 
 
単授業時数の見直しの更なる促進　　　　  　   
 
❶　改訂を待たずに行うべきこととして、昨年度に引 

き続き、令和７年度も、標準を大幅に上回る 1086 
単位時間以上の改善状況等を調査し、更なる改善方 
針を検討すべき。その際、標準授業時数を基本とし 
て特段の支障なく教育課程を実施している事例も出 
てきていることも踏まえることが必要である 
 

❷　その際、小１～３は標準時数が 1015 より少ない中、小４以降を念頭に置いた
「1086 以上」以外の見直し水準が設定されておらず、改善に当たっての課題になって 

いるとの指摘も踏まえ、設定を検討すべき 
 
単週あたりコマ数の平準化の促進等　　　　　　　　　　　　　　  　　 　  
 
❶　改訂を待たずに行うべきこととして、週あたり授業時数を年間通じて平準化すれ

ば、教師の持ちコマ数の減少、余白の創出につながる。そのような取組を促進できる
よう、各学校が参考にしやすい教育課程編成の具体例を文部科学省が示すべき 

 
❷　総則の「年間 35 週以上」との規定が「週 29 コマの授業を行う必要がある」との

認識につながっているとの指摘も踏まえ、授業時数の平準化を一層促進するため、全
国の授業日数の実態を踏まえた示し方を検討すべき。その際、併せて、年間を通じて
平均的に各教科等の授業時数を配当することを前提とする趣旨の学習指導要領解説を
改め、特定期間に集中して授業を実施できること等を一層明確化する必要がある。 

 
❸　関連して、年度初めの始業日を後ろ倒し、特に多忙な時期に余白を生み出す取組も

出てきている。また、人事異動の内示時期を早めることにより教師に余白を生みだし
ている自治体もある。時間マネジメントの好事例等を提供することが必要である。 

 
単標準授業時数の弾力化による計画時数の適正化　　　　　　　  　　 　   
 
❶　調整授業時数制度の可能性として、仮に特定の教科等が標準授業時数を下回る見込

みとなった場合、年度途中に他教科や「裁量的な時間」から当該教科等に時数を充て
ることも念頭において制度設計すべき。また、その際の時数計算等の負担について
は、校務支援システムの機能やクラウドツールを活用して大幅に軽減できることに留
意し、活用を促進すべき 

 
❷　調整授業時数制度の下では「不測の事態で標準を下回る」「進度が遅れ時数が足り

なくなる」等の懸念は相当程度解消可能であり、年度当初の計画段階では真に必要な
時数を設定しつつ、年度途中に柔軟なマネジメントを行うことを基本に据えられる。
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